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 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の １ ０ 第 １ 項 （ 一 般 競

争 入 札 に お い て 最 低 価 格 の 入 札 者 以 外 の 者 を 落 札 者 と す る

こ と が で き る 場 合 ） の 規 定 に よ り 平 成 １ ６ 年 ５ 月 １ 日 よ り

低 入 札 価 格 調 査 制 度 を 導 入 し た た め 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度

に 関 す る 事 務 処 理 に つ い て は 、 下 記 の 規 定 に よ り 行 う も の

と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  低 入 札 価 格 調 査 制 度 は ､一 定 の 基 準 価 格 を 下 回 る 入

札 が あ っ た 場 合 に 、 そ の 入 札 価 格 で 適 正 施 行 が 可 能 で あ る

か 否 か に つ い て 審 査 す る 制 度 。  

（ 導 入 の 範 囲 ）  

第 ３ 条  平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 以 降 、 一 般 競 争 入 札 で 執 行 す る

設 計 金 額 ３ 億 円 以 上 の 全 て の 工 事 。  

 （ 調 査 基 準 価 格 ）  

第 ４ 条  低 入 札 価 格 調 査 に お け る 調 査 基 準 価 格 は 、 予 定 価 格

算 出 の 基 礎 と な っ た 次 の 各 号 に 掲 げ る 額 （ １ 円 未 満 切 り 捨

て ）の 合 計 額（ た だ し 、そ の 額 が 入 札 書 比 較 価 格（ 予 定 価 格

に １ １ ０ 分 の １ ０ ０ を 乗 じ て 得 た 額 ） に １ ０ ０ 分 の ９ ２ を

乗 じ て 得 た 額 を 超 え る 場 合 に あ っ て は 予 定 価 格 に １ ０ ０ 分

の ９ ２ を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 予 定 価 格 の １ ０ ０ 分 の ７ ５ を

乗 じ て 得 た 額 に 満 た な い 場 合 に あ っ て は 、 予 定 価 格 に １ ０

０ 分 の ７ ５ を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。）か ら 千 円 未 満 を 切 り 捨

て た も の に １ ０ ０ 分 の １ １ ０ を 乗 じ て 得 た 額 を 基 準 と し て

設 け る も の と す る 。  

（ １ ） 直 接 工 事 費 の 額 に １ ０ ０ 分 の ９ ７ を 乗 じ て 得 た 額  

（ ２ ） 共 通 仮 設 費 の 額 に １ ０ ０ 分 の ９ ０ を 乗 じ て 得 た 額  

（ ３ ） 現 場 管 理 費 の 額 に １ ０ ０ 分 の ９ ０ を 乗 じ て 得 た 額  



（ ４ ） 一 般 管 理 費 の 額 に １ ０ ０ 分 の ６ ８ を 乗 じ て 得 た 額  

２  工 事 等 の 性 質 に お い て 前 項 の 規 定 に よ り 難 い も の に つ い

て は 、前 項 に 規 定 す る 算 出 方 法 に か か わ ら ず 、予 定 価 格 に １

０ ０ 分 の ９ ２ を 乗 じ て 得 た 額 か ら 予 定 価 格 に １ ０ ０ 分 の ７

５ を 乗 じ て 得 た 額 の 範 囲 内 で 定 め る 適 宜 の 額 と す る 。  

（ 入 札 者 へ の 周 知 ）  

第 ５ 条  低 入 札 価 格 調 査 制 度 の 円 滑 な 運 用 を 図 る た め 、 管 理

者 は ､一 般 競 争 入 札 の 公 告 に 次 の こ と を 明 記 す る と と も に

入 札 通 知 書 の 交 付 の 際 及 び 入 札 執 行 の 際 に 説 明 し 、 問 題 の

発 生 し な い よ う 配 慮 す る も の と す る 。  

 （ １ ） 低 入 札 価 格 調 査 の 基 準 が あ る こ と 。  

（ ２ ） 調 査 基 準 価 格 を 下 回 っ た 入 札 が 行 な わ れ た 場 合 の 入

札 の 終 了 方 法 及 び 結 果 の 通 知 方 法  

 （ ３ ）調 査 基 準 価 格 を 下 回 っ た 入 札 を 行 な っ た 者 は 、最 低 入

札 者 で あ っ て も 必 ず し も 落 札 者 と な ら な い 場 合 が あ る

こ と 。  

 （ ４ ）調 査 基 準 価 格 を 下 回 っ た 入 札 を 行 な っ た 者 は ､事 後 の

事 情 聴 取 に 協 力 す べ き こ と 。  

（ 落 札 者 の 決 定 の 保 留 ）  

第 ６ 条  入 札 の 結 果 、 調 査 基 準 価 格 を 下 回 る 入 札 が 行 な わ れ

た 場 合 に は ､入 札 執 行 者 は 入 札 者 に 対 し て ｢保 留 ｣と 宣 言 し 、

落 札 者 は 後 日 決 定 す る 旨 を 告 げ て そ の 入 札 を 終 了 す る も の

と す る 。  

（ 低 入 札 価 格 調 査 の 実 施 ）  

第 ７ 条  前 条 の 規 定 に よ り 落 札 者 の 決 定 が 保 留 さ れ た と き は 、

調 査 対 象 者 は 、低 入 札 価 格 調 査 報 告 書 を 作 成 し 、入 札 担 当 課

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２ 前 項 の 書 類 の 提 出 が あ っ た 場 合 に お い て は 、 事 業 担 当 課 の

長 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 、該 当 書 類 に 基 づ き 、

調 査 対 象 者 か ら の 事 情 聴 取 等 を 行 う も の と す る 。ま た 、第 １



２ 号 、第 １ ４ 号 及 び 第 １ ５ 号 に 係 る 事 項 に あ っ て は 、入 札 担

当 課 の 長 が 、調 査 す る も の と す る 。た だ し 、特 に 必 要 が な い

と 認 め る と き は 、調 査 事 項 の 一 部 を 省 略 す る こ と が で き る 。 

 （ １ ） そ の 価 格 に よ り 入 札 し た 理 由  

 （ ２ ） 入 札 価 格 の 積 算 内 訳 書  

（ ３ ） 契 約 対 象 工 事 を 行 う 現 場 付 近 に お け る 手 持 工 事 の 状

況  

 （ ４ ） 契 約 対 象 工 事 に 関 連 す る 手 持 工 事 の 状 況  

 （ ５ ）契 約 対 象 工 事 を 行 う 箇 所 と 入 札 者 の 事 業 所 、倉 庫 等 と

の 関 連 （ 地 理 的 条 件 ）  

 （ ６ ） 手 持 資 材 の 状 況  

 （ ７ ） 資 材 購 入 先 及 び 購 入 先 と 入 札 者 と の 関 係  

 （ ８ ） 手 持 機 械 数 の 状 況  

 （ ９ ） 労 務 者 の 具 体 的 供 給 見 通 し  

 （ １ ０ ） 建 設 副 産 物 に 関 す る 事 項  

 （ １ １ ）過 去 に 施 工 し た 公 共 事 業 の 名 称 、発 注 者 及 び 成 績 状

況  

（ １ ２ ） 経 営 内 容  

 （ １ ３ ）（ 1）か ら（ 1 2）ま で の 事 情 聴 取 し た 結 果 に つ い て の

調 査 検 討  

 （ １ ４ ）経 営 状 況 に つ い て 取 引 金 融 機 関 、保 証 会 社 等 へ の 照

会  

 （ １ ５ ） 信 用 状 態  

  ア  建 設 業 法 違 反 の 有 無  

  イ  賃 金 不 払 い の 状 況  

  ウ  下 請 代 金 の 支 払 遅 延 状 況  

  エ  そ の 他  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ る 入 札 担 当 課 の 長 の 定 め る 期 限 ま で に  

書 類 の 提 出 が な い 場 合 、 届 出 に よ り 低 入 札 価 格 調 査 報 告 書

の 提 出 を 辞 退 し た 場 合 、 又 は 事 情 聴 取 等 の 調 査 に 協 力 を し



な い 場 合 に つ い て 、 調 査 対 象 者 の 入 札 を 無 効 と す る 。  

４  事 業 担 当 課 の 長 は 、第 ２ 項 の 調 査 を 行 い 、低 入 札 価 格 調 査  

表 を 作 成 し 、入 札 担 当 課 の 長 に 提 出 す る も の と す る 。ま た 、

提 出 を 受 け た 入 札 担 当 課 の 長 は 、 印 西 地 区 環 境 整 備 事 業 組

合 低 入 札 価 格 調 査 委 員 会 （ 以 下 「 調 査 委 員 会 」 と い う 。） に

提 出 し 、  そ の 審 査 を 受 け る も の と す る 。  

（ 予 定 価 格 を 記 載 し た 書 面 へ の 調 査 基 準 価 格 の 記 載 ）  

第 ８ 条  入 札 執 行 者 は 、事 務 の 適 正 な 執 行 を 確 保 す る た め 、予

定 価 格 を 記 載 し た 書 面 （ 以 下 「 予 定 価 格 書 」 と い う 。） に 、

低 入 札 価 格 調 査 の 基 準 に 基 づ く 具 体 的 金 額 を ｢調 査 基 準 価

格 ○ ○ ○ 円 ｣と 記 載 し 、さ ら に 当 該 調 査 基 準 価 格 に １ １ ０ 分

の １ ０ ０ を 乗 じ て 得 た 金 額 を ｢調 査 基 準 価 格 の １ ０ ０ ／ １

１ ０ ｣と 記 載 す る も の と す る 。  

（ 調 査 委 員 会 の 落 札 者 の 決 定 ）  

第 ９ 条  調 査 委 員 会 は ､最 低 価 格 入 札 者 又 は 総 合 評 価 方 式 に

よ る 入 札 に お け る 評 価 値 の 最 も 高 い 者 を 落 札 者 と す る か 否

か を 決 定 す る も の と す る 。（ 調 査 委 員 会 は 、印 西 地 区 環 境 整

備 事 業 組 合 入 札 等 審 査 会 の 委 員 長 及 び 委 員 を も っ て 充 て る

も の と す る 。）  

２  調 査 委 員 会 は 、 最 低 価 格 入 札 者 又 は 総 合 評 価 方 式 に よ る

入 札 に お け る 評 価 値 の 最 も 高 い 者 を 落 札 者 と し な い 場 合 に

あ っ て は ､他 の 者 の う ち 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の

価 格 を も っ て 入 札 し た 者 又 は 総 合 評 価 方 式 に よ る 入 札 に お

け る 評 価 値 の 次 に 高 い 者（ 以 下 ｢次 順 位 者 ｣と い う 。）を 落 札

者 と し て 決 定 す る も の と す る 。た だ し 、次 順 位 者 が 調 査 基 準

価 格 を 下 回 る 入 札 者 で あ っ た 場 合 に は 、 最 低 価 格 入 札 者 の

決 定 と 同 様 の 手 続 き に よ り 落 札 者 を 決 定 す る こ と と し 、 次

順 位 者 を 落 札 者 と し な い 場 合 に あ っ て は 、 以 下 同 様 の 手 続

き で 落 札 者 を 決 定 す る も の と す る 。  

第 １ ０ 条  調 査 委 員 会 は 、 第 ７ 条 及 び 第 ９ 条 の 規 定 に よ る 審



査 の 結 果 に つ い て 管 理 者 に 答 申 し 、 入 札 担 当 課 の 長 は 管 理

者 の 承 認 を 得 て 、 落 札 者 の 決 定 を す る も の と す る 。  

（ 入 札 結 果 の 通 知 ）  

第 １ １ 条  入 札 担 当 課 の 長 は 、調 査 委 員 会 の 会 議 結 果 を 、入 札

者 に 対 し て 通 知 す る も の と す る 。  

（ 公 表 の 範 囲 ）  

第 １ ２ 条  組 合 は 、 公 共 工 事 の 入 札 及 び 契 約 の 適 正 化 の 促 進

に 関 す る 法 律（ 平 成 １ ２ 年 法 律 第 １ ２ ７ 号 ）第 ８ 条 及 び 同 法

施 行 令 第 ７ 条 の 規 定 に よ り 低 入 札 価 格 調 査 制 度 に 係 る 次 の

各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 、入 札 担 当 課 に お い て 、閲 覧 の 方

法 を も っ て 公 表 す る も の と す る 。  

 （ １ ）調 査 基 準 価 格 は 、開 札 調 書 の 閲 覧 を も っ て 公 表 す る 。  

（ ２ ） 最 低 の 価 格 又 は 最 も 高 い 評 価 値 を も っ て 落 札 者 と せ

ず 、 次 の 順 位 の 者 を 落 札 者 と し た 場 合 の 経 緯 及 び そ の

理 由 は 、 調 査 経 緯 表 を も っ て 閲 覧 の 方 法 に よ り こ れ を

公 表 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は ､平 成 １ ６ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 ）  

 こ の 要 領 は ､平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 ）  

 こ の 要 領 は ､平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。（ 印 西 地 区

環 境 整 備 事 業 組 合 入 札 等 審 査 会 要 領 附 則 ４ ）  

附  則 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ）  

 こ の 要 領 は ､令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、改 正

後 の 規 定 は 、 こ の 要 領 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。）

以 降 に 入 札 の 公 告 を 行 う 工 事 等 の 請 負 に 係 る 入 札 に つ い て 適

用 し 、 施 行 日 前 の 入 札 の 公 告 等 を 行 っ た 工 事 等 の 請 負 に 係 る

入 札 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ ０ 日 ）  



 こ の 要 領 は ､令 和 ５ 年 ４ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、改

正 後 の 規 定 は 、こ の 要 領 の 施 行 の 日（ 以 下「 施 行 日 」と い う 。）

以 降 に 入 札 の 公 告 を 行 う 工 事 等 の 請 負 に 係 る 入 札 に つ い て 適

用 し 、 施 行 日 前 の 入 札 の 公 告 等 を 行 っ た 工 事 等 の 請 負 に 係 る

入 札 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

  



別 表 第 １ （ 第 ４ 条 第 １ 項 ）  

項 目 名  左 に 含 む 費 目  

直 接 工 事 費 の 額  直 接 工 事 費 、 直 接 製 作 費 、 機 器 単 体 費 、

処 分 費 、 等  

共 通 仮 設 費 の 額  共 通 仮 設 費 、 間 接 労 務 費 、 等  

現 場 管 理 費 の 額  現 場 管 理 費 、 工 場 管 理 費 、 据 付 間 接 費 、

設 計 技 術 費 、  機 器 間 接 費 、 等  

一 般 管 理 費 等 の 額  一 般 管 理 費 、 等  

 


